参照２

「浜っ子バス」規程


  (趣旨)
第１条　この規程は、八幡浜市が行う部活動地域展開事業を推進するため、生徒輸送バス（以下、「浜っ子バス」という。）の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行目的)
第２条　浜っ子バスの運行は、中学校の拠点校部活動、合同部活動及び日本中学校体育連盟の大会に参加する八幡浜市認定地域クラブ活動（以下「認定地域クラブ活動」という。）に参加する生徒の活動場所と学校との間の安全な移動を確保し、もって生徒の主体的かつ積極的な活動及び交流を支援することを目的とする。

(名称)
第３条　当バスを「浜っ子バス」と称する。

(運行地域及び利用者)
第４条　浜っ子バスを運行する地域は、次のとおりとする。
原則、八幡浜中学校、スポーツセンター、保内中学校及び最寄りの停留所を発着場
所とする主要道路を走行する。
２　バスには、八幡浜中学校及び保内中学校に通学し、市内の地域クラブ活動に参加して
いる生徒が乗車することができる。ただし、教育委員会が特に必要と認め、許可した者に
については、この限りではない。

(利用手続)
第５条　浜っ子バスを利用しようとする者は、「浜っ子バス利用申請書」(様式第12号)を
所属校長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。

(バス運行計画)
第６条　市は、年間のバス運行計画を参照３のとおりとする。

(バス運休計画)
第７条　市は、年間のバス運休計画を参照３のとおりとする。

